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令和７年８月末 世帯数 92戸(前月比±0) 人口 165 人(前月比-3) 男性 73 人(前月比-2) 女性 92 人(前月比-1)

第６２回東城地区総合スポーツ大会へ出場します！！

東城町の大きなイベントのひとつである「総合スポーツ大会」が今年も開催されます。

新坂地区スポーツ協会は久代地区スポーツ協会とチームを組んで出場します。今年も、

応援をよろしくお願いします。

○日時 １０月１２日（日） 開会式 午前８時３０分

○場所 東城中央運動公園陸上競技場

【競技種目】

ソフトバレーボール ソフトテニス  ソフトボール

グラウンド・ゴルフ 東城タワー建設 モルック

第 10 回東城町自治振興区親睦グラウンド・ゴルフ大会 参加者募集

○開催日 １０月１6 日（木） 受付 午前８時３０分～ 開会式 ９時～

○会場   東城中央運動公園陸上競技場

○参加費 ５００円 お茶等経費として当日集金します。

お昼までに終了しますのでお弁当はありません。

○申込    ９月２５日（木）までに自治振興ｾﾝﾀｰへお申し込み

ください。

＊個人戦です。どなたでも参加できます。

お誘い合わせて大勢ご参加ください。

秋の全国交通安全運動 実施について

令和７年９月２１日 (日)から９月３０日 (火)までの

１０日間実施されます。

次の点に重点をおいた活動が実施されます。

(1)歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材

用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進

(2)ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の

早めのライト点灯やハイビームの活用促進

(3)自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの

理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

新坂自治振興区だより
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昨年の「モルック」競技

昨年の様子



これからの行事予定
９月２９日（月）成人研修 ～とっとり花回廊・松江堀川巡り～ 午前８時出発

１０月 １日（水）料理教室 午前１０時～

１０月 ３日（金）新坂自治振興区まつり実行委員会・役員会 午後７時～

１０月 ６日（月）高齢者大運動会 東城小学校体育館 午前８時３０分受付

１０月１６日（木）東城町自治振興区親睦ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ大会 午前８時３０分受付

１０月１８日（土）ふれあい東城まつり-ふれあいステージ 東城文化ホール 午前１０時～

１０月１９日（日）ふれあい東城まつり-イベントステージ 東城小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ他 午前１０時～

市政懇談会が開催されました

８月２６日、テーマは「安心な暮らしが充実し、庄原に関わる人の未来がつながって

いくまち」で、八谷市長から、テーマに描いた将来像実現のため、「安心な暮らしの充

実」、「将来に希望がつながっていく仕組みづくり」、「市民の期待に応え、将来を担う人

的資源の育成」の３つの柱で市政運営を進めたいとの説明がありました。

資料の先頭には人口予測シミュレーションが掲載されており、新坂はＲ３年の人口は

１９８人、Ｒ７年は１６７人、そしてＲ１７年は８７人と予測（R3∼R7 より､同水準で減

少した場合の単純推計）されており、非常に厳しい予測となっています。

地域要望として新坂自治振興区からは、新坂自治振興センター裏の急傾斜地の対策工

事をして市指定避難所（第 1 開設避難所）にして欲しいという要望を出しました。

市からは、「現地の状況を注視していくとともに、必要に応じて適切な対応や注意喚

起を進めていく」、「急傾斜地対策を施行したとしても、土砂災害警戒区域内に所在する

木造平屋建て施設であるため、第1開設避難所として指定するのは困難であると考える」

との回答でした。

振興区からは、「現状の避難所は一支部の集会所であり、コロナ時の定員では６名と

小さく、建物の裏が崩れていると支部長から連絡をもらい、支所に視てもらったことが

何度かある建物である」、「振興センターが第１開設避難所にならないのなら、土砂災害

警戒区域ではない新坂生活改善センターの跡地へ避難所を作ってほしい」などの意見を

伝えました。

翌日支所へ追加の意見として、「第２開設避難所として休暇村帝釈峡と協定を結んで

いるが、いざという時、本当に避難所として開放してくれるのか気がかりだが・・・」

との話をしたところ、「毎年、危機管理課が通知しているので、第二開設避難所として

意識してもらっている」とのことでした。

また、「自治振興センターと新免集会所においては指定緊急避難場所であり、一時的

に避難者の安全を確保する場所として使ってよい施設である」とのことでした。

この支所からの回答は、新坂自主防災会の解釈とは異なっているようなので、改めて

検討が必要かと思います。

ご厚志のお礼

ＷＥＢ版には掲載しておりません。


